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機密性２情報

標準運送約款改正に伴う運賃料金の収受状況に関する実態調査について

トラック運送業においては、 これまでの商慣習により、積込み・取卸し作業・荷主都合による待機時間・倉

庫での棚入れ等の附帯作業などに係るコストの負担が不明確なため、サービスに対応した対価の収受方
策として、平成２９年１１月に標準貨物運送約款を改正し、運賃とは別建て料金を収受できる環境整備を行
ったところ。

現在、東北運輸局管内における改正運送約款への移行状況は全事業者の約４割程度、依然として旧約
款による取引を継続している事業者は約３割となっている。

こういった状況の中、トラック運送事業における取引環境の改善のためには、サービスに対応した対価を
収受するなど適正な取引へ向けた取り組みが必要なことから、改正約款へ移行した事業者に対し、運賃料
金の収受状況や荷主企業との交渉状況など問題・課題等を把握する。

東北６県の各協議会において対象事業者の選定と調査表を発送し、東北運輸局がとりまとめを行い、各
県の協議会において調査結果を報告。その結果等を踏まえ改正運送約款の更なる普及・啓発に努める。
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約款改正実態調査

県 調査数（送付） 回収 回収残 回収率 何日現在 備考

青森 122 79 43 65% 2019/1/10

岩手 100 61 39 61% 2019/1/8

宮城 200 108 92 54% 2018/12/19

秋田 193 122 71 63% 2018/12/19

山形 100 60 40 60% 2019/1/10

福島 156 92 64 59% 2018/12/27

計 871 522 349 60%



平成３０年１１月１５日 
貨物運送事業者 経営者 様 

 
トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会 

山形県協議会事務局 
 

「標準運送約款改正に伴う運賃料金の収受に関する実態調査」ご協力のお願い 

 
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
さて、本協議会はトラック輸送における取引環境の改善及び長時間労働の抑制を図ること

を目的として、行政（山形労働局、東北運輸局山形運輸支局）、荷主、トラック運送事業者等

の関係者の構成により、平成２７年度に設置したものです。 
本協議会では、これまでにトラック事業者における荷待ち時間等長時間労働の実態を把握

し、長時間労働となる課題解決に向けて発着荷主及び運送事業者が協同で、集荷・配送先の

集約による荷待ち時間の削減やパレット輸送による荷役作業の効率化など長時間労働の短縮

に向けた実証実験を行ってまいりました。今後は、その成果を活用して長時間労働の改善ガ

イドラインを策定し普及することとしております。 
また、適正取引の改善に向けては適正な運賃・料金の収受のため、平成２９年１１月に標

準貨物自動車運送約款改正（以降、「改正運送約款」とする）し、取引環境の整備を行ったと

ころです。 
そこで本協議会では、改正運送約款の施行から 1 年が経過したことを踏まえ、取引環境等

の改善を促進するため、改正運送約款に基づいた運賃・料金の収受状況について事業者向け

アンケート調査を実施することとしました。この調査結果については、調査の目的以外に使

用することはありませんので、実態について正確にご記入いただくようお願いします。 
業務ご多用中のところ大変恐縮ではございますが、本調査の趣旨をご理解いただき、調査

にご協力いただきますようお願い申し上げます。 
なお、別紙「調査票」にご回答いただき、平成３０年１２月 ７日までに同封封筒により

ご返送願います。                           敬具 
 
お問い合わせ先 

〒９９０－２１６１      
住所山形県山形市漆山字行段１４２２－１ 
電話番号：０２３－６８６－４７１２ 

             FAX 番号：０２３－６８６－５０１２ 
お問合せ：山形県協議会事務局（東北運輸局山形支局内） 

山形運輸支局  輸送・監査部門 
担当：大久保・村田・鈴木 
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